
 

次の公告認定対象区域において、建築基準法第８６条の２第１項の規定に基

づく認定をしましたので、同条第６項の規定に基づき公告します。 

 その関係図書は、京都市都市計画局建築指導部建築指導課において、一般の

縦覧に供します。 

  令和７年７月１日 

京都市長 松井 孝治   

 

１ 認定に関する事項 

公告認定対象区域 認定番号 認定年月日 

京都市東山区教業町６６２番、６６２

番１から６６２番３まで、６６２番７

から６６２番９まで、６６２番１１、

６６２番１２の一部、６６２番１３、

６６２番１５、６６３番、６６３番１

の一部、６６３番２から６６３番６ま

で、６６３番１２から６６３番１６ま

で、６６４番、６６５番１、６６５番

２の２、６６５番３、６６５番７、６

６６番１、６６６番２、６６７番から

６７２番まで、６７２番１、６７３番、

６７４番、６７４番１、６７５番から

６８３番まで、６８３番１、６８４番

１から６８４番４まで、６８５番、６

８５番１から６８５番４まで、６８６

番、６８６番１、６８７番、６８７番

１、６８８番、６８９番３、６８９番

４、６８９番６から６８９番９まで、

６９３番、６９３番１、６９５番、６

９６番１、６９６番２、６９８番、６ 
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９８番１から６９８番５まで、７０１

番、７０２番１、７０２番２、７０３

番１から７０３番６まで、７０４番、

７０４番１から７０４番５まで、７０

６番、７０６番１、７０６番２、７０

７番及び７０８番、７０９番の一部、

長光町６１３番１、６１３番２、６１

４番３、６１７番１、６１７番２、６

２１番、６２２番１から６２２番１２

まで、６２３番２、６２７番、６２７

番１、６２８番、６２９番、６２９番

１、６３０番１から６３０番８まで、

６３２番、６３４番１から６３４番３

まで、６３５番１から６３５番４ま

で、６３６番、６３６番１、６３７番

から６３９番まで、６３９番１から６

３９番３まで、６４４番１、６４４番

２、６４４番４、６４４番５、６４５

番１から６４５番３まで、６４６番、

６４６番１から６４６番３まで、６４

７番から６４９番まで、６４９番１か

ら６４９番７まで、６５０番、６５０

番１から６５０番３まで、６５１番１

から６５１番３まで、６５２番、６５

３番、６５３番２、６５４番から６５

６番まで、６５６番１、６５７番、６

５８番、６５８番１、６５９番、６５

９番４から６５９番６まで、６６０

番、６６１番１及び６６１番２、巽町

４２４番１から４２４番６まで、４２

  



 

４番９から４２４番１８まで、４２４

番２８、４２４番２９、４２５番、４

２６番、４２７番１の一部、４２７番

２、４２７番３の一部、４２８番、４

２８番１、４２９番、４２９番１、４

３０番、４３１番１、４３１番２、４

３２番１、４３５番、４３６番、４３

７番１、４３７番２、４３８番、４３

９番、４３９番１、４４０番、４４０

番１、４４１番１、４４２番１、４４

２番３、４４２番５から４４２番１０

まで、４７０番２及び４７１番２並び

に若竹町４１４番、４１５番１から４

１５番３まで、４１６番、４１６番１

から４１６番９まで、４１６番１１、

４１７番１、４１７番２、４１８番１

から４１８番３まで、４１９番及び４

１９番１ 

 

２ 縦覧期間 

京都市の休日を定める条例第１条に定める本市の休日を除く日の午前８時

４５分から午後５時３０分まで(ただし、正午から午後１時までは除く。) 

 

（都市計画局建築指導部建築指導課） 


